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（ 要 旨 ） 

１ 新宿区として子どもの国保料・均等割を軽減してください。 

２ 国や東京都に子どもの国保料・均等割を軽減する制度を求めてください。 

 

（ 理 由 ） 

  公的医療保険の中で唯一、子どもの保険料を取っているのが国民健康保険です。ほと

んどの健康保険では扶養家族の保険料を取っていません。収入の少ない子育て世帯にと

っては子どもの分の国保料・均等割の負担が大きく、子どもの貧困化を深刻にしていま

す。 

  この均等割は毎年のように上がっており、１９９６年度は１万９，５００円、 

２００６年度が３万３，３００円だったのが、２０１６年度は医療分３万５，４００円

と支援金分１万８００円で１人当たり４万６，２００円に至っています。２３区の子ど

もの均等割額は、全国で高い方から３０位以内となっています。子どもが多いほど負担

が重くなります。扶養家族である子どもの分まで均等割の保険料として請求されるこの

制度は、大幅な見直しが必要です。子どもの貧困対策、少子化対策として、せめて子ど

もの国保料の均等割は軽減すべきと思います。 

  国保法第１条には、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および

国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とあり、国保法第４条では、国民健康保

険の運営責任は国が負っていることが明記されています。国民健康保険法は、公的医療

保険のなかで唯一、その目的の中に、社会保障と明記しており、国民健康保険は皆保険

制度を根底で支えるセーフティネットとしての役割を果たしています。 

  国民健康保険事業は公的な財政支援がなければ運営は成り立ちません。国の支出金、

都の財政支援の増額を強く要望し、かつ、これまで区が実施してきた一般財源の支出を

維持・拡充し、当面新宿区として子どもの均等割の軽減を実施してください。あわせて、

国や東京都に子どもの国保料・均等割を軽減する制度を求めてください。 

 

 

 


